
社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策

第三者機関
※すべてのプロセスにおいて関与

○情報連携において、「番号」を直
接用いず、ＩＤコードを使用する設
計

○「番号」とＩＤコードの付番ルートを
分離し、「番号」からＩＤコードへの
遡及を不可能とする設計

○「番号」をマイ・ポータルのログイ
ンのキーとして使用しない設計

○同一機関が「番号」とＩＤコードの
両方を保持・管理することの禁止

システム上の安全措置

○プライバシーに

対する影響評価
（ＰＩＡ）

○目的外利用・提供等
の制限

○閲覧等の制限
○告知要求の制限
○再委任等に関する

制限

制度的な保護措置

○調査等
○苦情処理
○立入検査、

実地検査
○助言・指導・勧告
○命令・措置要求

○「番号」に係る個人情報
の不正利用、不正取得、
守秘義務違反、虚偽記
載、命令違反等に対し
ての罰則

罰則による措置

○開示、訂正、利用停止
○不服申立て

○情報連携基盤の随時監視
○監視の対象とする機関への定

期的又は随時の調査、助言・
指導、普及啓発等

○内閣総理大臣への意見陳述
○国際協力

システム設計
上の措置

○ＰＩＡに関す

るガイドライン
の作成
○ＰＩＡを行う

機関への助言、
指導、承認

第三者機関
による措置

稼 働 時システム稼働前 事後的な救済

○本人による個人情報の開示
○本人による個人情報の開示・訂正・利用停止の請求手続
○アクセス記録の確認

苦情
申立て

国民（本人）

公表

マイ・ポータル上の措置

従前からの措置

行政機関、民間事業者（番号取扱者）

第三者機関による措置 第三者機関による措置

資料５

マイ・ポータル上
からの確認等

マイポータル

アクセス記録
○○○
×××
△△△
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